
令和５年度 

海 外 派 遣 者 （ 第 ３ 種 ） の 特 別 加 入 の 年 度 更 新 手 続 に つ い て  

申告・納付期限 ７月１０日（月） 

労働保険の令和５年度概算保険料と令和４年度の確定保険料の申告・納付（以下「年

度更新」という）を行っていただく時期になりました。下記の年度更新手続要領にご留意

の上、年度更新手続を行ってください。 

年度更新の手続は、６月１日から７月１０日までの間に行っていただくことになりま

す。 

 

第３種特別加入保険料の計算方法 

第３種特別加入保険料の申告と納付手続は、派遣元事業主等が行う一般の労働者に係

る労働保険事務手続とは区別して、承認を受けた海外派遣者特別加入者の労働保険番号

により事務手続を行うことになり、『概算・確定保険料申告書』に添付して、➊『第３種

特別加入保険料申告内訳（海外派遣者）』（海特様式第１号）、❷『第３種特別加入保険料

申告内訳名簿（海外派遣者）』（海特様式第２号）、➌『特別加入保険料算定基礎額特例計

算対象者内訳』（別紙様式第１号）の提出が必要です。 

ただし、➌は該当者がない場合は不要です。 

 

書  類  名 作成部数 局 署 控 

概算・確定保険料申告書 ２ 1  1 

※➊ 第３種特別加入保険料申告内訳（海特様式第１号）     表１ 3 1 1 1 

※❷ 第３種特別加入保険料申告内訳名簿（海特様式第 2号） 表２ 3 1 1 1 

※➌ 保険料算定基礎額特例計算対象者内訳（別紙様式第１号）表３ 2 1  1 

※上記➊❷➌の書類については、金融機関で受け付けることができませんので、所轄の労働基準監督

署または広島労働局総務部労働保険徴収課へご提出ください。 

 

第３種特別加入保険料の具体的な計算方法は、その年度における、海外派遣特別加

入者各人の給付基礎日額に応じて定められている「保険料算定基礎額」を総計したもの

が、第３種特別加入保険料のための賃金総額となり、これに第３種特別加入保険料率を

乗じて得た額が保険料となります。具体的な計算方法、添付書類の記載方法は次の年度

更新手続要領をご参照ください。 

  

 

 



年 度 更 新 手 続 要 領 

 

１ 給付基礎日額について 

（１） 給付基礎日額は、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入

を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、承認された額が給

付基礎日額となります。 

 

（２） 決定された給付基礎日額の変更を希望される場合は、❷『第３種特別加入保険

料申告内訳名簿（海外派遣者）（海特様式第２号）』を３部とも提出してください。 

（３） 変更手続きが可能な期間は、３月２日から３月３１日までの間と、年度更新期

間である６月１日から７月１０日までの間となります。期間外の申請は不承認と

なりますので提出期限を厳守してください。 

（４） 令和５年 4月 1日から申告書提出日までの間に万が一被災された場合には、令

和５年度の給付基礎日額を変更することができません。 

（５） 同じ特別加入者について、３月（3/２～3/31の間）に変更後、再度、年度更新

時に変更することはできません。また、令和５年度に加入した特別加入者も今年

度の年度更新時に給付基礎日額を変更することはできません。 

  

２ 第３種特別加入保険料について 

第３種特別加入保険料率 

（海外派遣者） 

令 和 ４ 年 度 確 定 令 和 ５ 年 度 概 算 

１ ０ ０ ０ 分 の 3 １ ０ ０ ０ 分 の 3 

（１）継続者（令和４年 3月 31日以前から加入し、令和５年 4月 1日以降も継続して加入する者） 

給付基礎日額に３６５を乗じたものが「保険料算定基礎額」となります。これ

を特別加入者の１年間の賃金とみなし、これに第３種特別加入保険料率を乗じて

保険料を算定します。 

（２）年度中途加入・脱退者（令和４年 4 月 1 日から令和５年 3 月 31 日の期間中に新規加入また

は脱退した者）  

年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった

場合は特例として、当該年度内の特別加入月数に応じた保険料算定基礎額（月割

計算）により保険料を計算することになります。 

月割計算の対象者については、『特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳

(別紙様式第１号)』［表３］を作成し、『第３種特別加入保険料申告内訳(海特様式第

１号)』（表１）において特例計算（月割計算）の該当者を小計に分けて記入します。  



ア  月割の特別加入保険料算定基礎額の計算方法 

保険料算定基礎額を１２で除した額（１円未満の端数が生じる時は１円に切上

げます｡下表「※ 特例による 1/12の額参照」)に、特別加入の期間（端数処理：

１か月未満の端数があるときは、これを１か月とします。）を乗じた額となります。 

   （例）令和４年１０月１３日に特別加入の承認があった場合、令和４年１０月を端数処理し、

特別加入の期間は令和５年３月までの「６か月」となります。 

  ［表］ 

給付基礎日額 保険料算定基礎額 ※ 特例による 1/12の額 

２５,０００円 ９,１２５,０００円  ７６０,４１７円 

２４,０００円 ８,７６０,０００円  ７３０,０００円 

２２,０００円 ８,０３０,０００円  ６６９,１６７円 

２０,０００円 ７,３００,０００円  ６０８,３３４円 

１８,０００円 ６,５７０,０００円   ５４７,５００円  

１６,０００円  ５,８４０,０００円  ４８６,６６７円  

１４,０００円 ５,１１０,０００円 ４２５,８３４円  

１２,０００円 ４,３８０,０００円 ３６５,０００円  

１０,０００円  ３,６５０,０００円   ３０４,１６７円  

９,０００円 ３,２８５,０００円  ２７３,７５０円  

８,０００円 ２,９２０,０００円 ２４３,３３４円 

７,０００円  ２,５５５,０００円 ２１２,９１７円 

６,０００円 ２,１９０,０００円 １８２,５００円  

５,０００円 １,８２５,０００円  １５２,０８４円  

４,０００円  １,４６０,０００円   １２１,６６７円  

３,５００円 １,２７７,５００円  １０６,４５９円 

イ 特別加入期間の算定 

(a) 新たに特別加入者となった者の取扱い 

「特別加入に関する変更届」の「届出の日の翌日」の属する月より算定します。

ただし、新たに特別加入者となった者の「異動年月日」が「届出の日の翌日」以

降であるものについては、当該「異動年月日」の属する月より算定します。 

（注１）「届出の日」は監督署の受付日をいいます。 

（注２）海外派遣者の特別加入については、申請の日の翌日から３０日以内で申請者

が加入を希望する日又は監督署の受付日の翌日から承認となります。従って、

例えば、令和５年１月 21日～３月 17日の期間で海外派遣される方で、変更届

の提出が遅れて２月２日に提出された場合は、２月３日より承認となります。 

 (b) 特別加入者でなくなった者の取扱い 

「特別加入に関する変更届」の特別加入者でなくなった者の「異動年月日」の

属する月まで算定します。 



 

計算例 

給付基礎日額          10,000円 

特別加入に関する変更届  10月 12日提出、10月 13日承認の場合 

保険料算定基礎額      3,650,000円（10,000円 × 365日 )  ・・ Ａ 

Ａ／１２               304,167円（端数切上げ）   ・・・・・・ Ｂ 

特別加入期間        ６月（10月～３月） ・・・・・・・・・・・ Ｃ 

月割の保険料算定基礎額     Ｂ × Ｃ ＝ 1,825,002円  ・・・・・・・・ Ｄ 

 

 

３ 「第３種特別加入保険料申告内訳（海特様式第１号）」の作成 ［表１］ 

（１） 令和４年度確定保険料欄には、令和４年度に特別加入者であった者すべてについ

て記入してください。 

（２） 上段には保険年度を通じて加入していた者（継続者）を、下段には保険年度途

中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合の月割

計算の該当者（年度中途加入・脱退者）を記入ください。 

（３） 令和５年度概算保険料欄の記載に当たっては、年度更新時において特別加入の承

認を受けている者だけを記入し、これから承認を受ける見込みの者については記入

の必要はありません。 

（４） 年度更新時に海外派遣者が全くいない場合は、令和５年度概算保険料の特別加入

者数合計を０人、保険料算定基礎額総計を０円とし、保険料申告書により労働保険

関係を消滅することとなりますが、近い将来、海外派遣を行う予定がある場合、特

別加入者数及び保険料算定基礎額総計に予定される特別加入者数と保険料算定基

礎額総計を（  ）書きで記入し、概算保険料額を算定したうえ、保険料の申告・

納付してください。 

４ 「第３種特別加入保険料申告内訳名簿（海特様式第２号）」の作成［表２］ 

給付基礎日額の変更を希望する場合は、⑥欄の「変」に○印して⑦欄に令和５年

度の希望する給付基礎日額を記入して、「申告内訳」［表１］及び「概算・確定保険料

申告書」とともに７月１０日までに提出してください。 

◆７月１１日以降に提出されますと給付基礎日額の変更は認められませんので、注意

してください。 



   

５ 「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳（別紙様式第１号）」の作成 

月割計算の該当者（年度中途加入・脱退者）について作成して下さい。 

令和４年度確定分と令和５年度概算分の両方に月割計算の該当者がいる場合は、そ

れぞれ別葉で作成してください。 

 

６ 概算・確定保険料申告書の作成 

「第３種特別加入保険料申告内訳（海外派遣者）」（海特様式第１号）［表１］で算出した令

和４年度確定保険料算定基礎額総計及び令和５年度概算保険料算定基礎額総計を、そ

れぞれ申告書の確定保険料の保険料算定基礎額及び概算保険料の保険料算定基礎額

の見込額として転記し、申告書を作成してください。 

なお、第３種特別加入保険料は、一般拠出金を算定する必要はありません。 

 

７ 申告書等の提出について 

年度更新手続は、法定納期（令和５年７月１０日）までに完了してください。 

保険料の納付と同時に申告される場合は、申告書は最寄りの金融機関（銀行・信用

金庫等・ゆうちょ銀行）を経由して提出できますが、その他の添付書類は受け付けさ

れませんので、監督署又は広島労働局総務部労働保険徴収課へご提出ください。 

なお、口座振替の場合は、金融機関で申告書を取り扱いませんので、広島労働局総

務部労働保険徴収課にご提出ください。 

 

************************************************************* 

８ 海外派遣者の特別加入についての留意点  

（１）変更届の提出   

特別加入の変更承認は、当初提出された申請書の特別加入予定者に記載されてい

る事項についてのみ有効ですので、特別加入者に関して、次に掲げるような内容変

更があった場合は、遅滞なく『特別加入に関する変更届（海外派遣者）（様式第 34号の

12）』（以下「変更届」という）を、所轄監督署を経由してご提出ください。 

 

① 氏名や作業内容等に変更があった場合 

② 派遣先の事業場の名称や所在地が変わった場合 

③ 派遣先の国が変わった場合 

④ 新たに海外派遣者となった方を追加して特別加入する場合 

⑤ 帰国等により派遣先の事業に従事しなくなり、特別加入者の資格を失った場合 

 

（２） 派遣先の国が変わった場合は派遣先の事業も異なることになりますから、変更届

の作成にあたっては「派遣先の事業の名称及び所在地」、「派遣先の事業において従

［表３］ 



事する業務の内容」「地位・役職名」を詳細に記載して提出してください。 

なお、派遣先の国より帰国することなく次の派遣先に赴く場合は、引き続き特別

加入として取り扱われますが、派遣終了後に帰国し、新たな派遣先に赴く場合は、

新たな特別加入として届け出なければなりません。帰国により、特別加入者の地位

は自動的に消滅します。 

（３） 中小事業の代表者等として海外に派遣される方は、労働者として派遣される方と

異なり、特別加入申請書（変更届）の「業務の内容」欄に派遣先の事業における地

位、派遣先の事業の種類、当該事業における労働者数及び所定労働時間も付記する

ことが必要です。 

また、申請書（変更届）には派遣先の事業の規模等を把握するための資料（派遣

先事業に係る労働者名簿の写し又は派遣先の事業案内等）を添付する必要がありま

す。 

（４） 国内において労働者に該当しない法人の取締役等は、海外派遣されても特別加入

の対象とはなりません。 

 

９ 海外派遣に関する報告書 

令和２年４月１日以降、『海外派遣に関する報告書（特様式第５号）』を提出する必要

は無くなりました。 

 

10 「海外派遣」と「海外出張」の区分について 

海外で業務に従事する場合であっても「出張」として取り扱われる者は、何ら特別

の手続を要することなく、その方が所属する国内の事業場の労災保険により給付を受け

られますが、一方「派遣」として取り扱われる者は、当該海外派遣者に関して特別加入

の手続を行っていなければ、労災保険による給付が受けられないことになります。 

（１） 「海外出張者」とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場

に所属し、国内事業場の使用者の指揮に従って勤務する方をいいます。 

（２） 「海外派遣者」とは、海外の事業場に所属して、海外事業場の使用者の指揮に従

って勤務することになる方と定義され、この場合「特別加入」の手続が必要です。 

 

11 特別加入制度について 

『第３種特別加入のしおり（海外派遣者用）』を、常時、広島労働局ホームページ内

に掲載（厚生労働省 HPへリンク）しておりますので、ダウンロード等でご利用ください。 


